
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
一
号

道
路
法
施
行
法
　
抄

（
旧
法
の
廃
止
）

第
一
条
　
道
路
法
（
大
正
八
年
法
律
第
五
十
八
号
。
以
下

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
経
過
規
定
）

第
二
条
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
。

以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る

旧
法
の
規
定
に
よ
る
国
道
で
、
新
法
施
行
の
日
ま
で
に

新
法
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
一
級
国

道
、
二
級
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
い
ず

れ
か
の
路
線
の
指
定
又
は
認
定
を
さ
れ
な
い
も
の
は
、

新
法
施
行
の
日
に
道
路
の
供
用
の
廃
止
が
あ
つ
た
も
の

と
み
な
し
、
新
法
第
九
十
二
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で

の
規
定
を
適
用
す
る
。
但
し
、
当
該
国
道
の
路
線
が
旧

法
の
規
定
に
よ
る
府
県
道
（
北
海
道
に
あ
つ
て
は
、
地

方
費
道
又
は
準
地
方
費
道
。
以
下
同
じ
。
）
、
市
道
又
は

町
村
道
の
路
線
と
重
複
し
て
い
る
場
合
で
、
当
該
府
県

道
、
市
道
又
は
町
村
道
の
路
線
に
つ
い
て
次
条
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
三
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
法
の
規
定
に

よ
る
府
県
道
又
は
市
道
若
し
く
は
町
村
道
で
、
新
法
施

行
の
日
ま
で
に
新
法
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定

に
よ
り
一
級
国
道
、
二
級
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市

町
村
道
の
い
ず
れ
か
の
路
線
の
指
定
又
は
認
定
を
さ
れ

な
い
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
七
条
又
は
第
八
条
の

規
定
に
よ
り
路
線
を
認
定
さ
れ
た
都
道
府
県
道
又
は
市

町
村
道
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
都
の
特
別

区
の
存
す
る
区
域
内
に
存
す
る
市
道
は
、
新
法
第
八
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
の
路
線
の
認
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。

第
四
条
　
新
法
施
行
の
日
の
属
す
る
会
計
年
度
に
お
い
て

施
行
す
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費
用
に
関

す
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
又
は
国
の
補
助
に

つ
い
て
は
、
新
法
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五

十
六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
法
第
三
十
三
条
及

び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
旧
法
の
規
定
に
よ
る
府

県
道
、
市
道
又
は
町
村
道
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
国
有

に
属
す
る
土
地
で
、
新
法
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
道

又
は
市
町
村
道
（
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
路
線
を
認
定

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
新
法
施
行
の
際
、
当
該
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村

道
の
存
す
る
都
道
府
県
（
新
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定

す
る
指
定
市
の
区
域
内
の
都
道
府
県
道
に
つ
い
て
は
、

指
定
市
。
以
下
本
条
中
同
じ
。
）
又
は
市
町
村
（
新
法

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
路
線
を
認
定
さ
れ
た
市

町
村
道
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
管
理
者
で
あ
る
市
町

村
）
に
そ
れ
ぞ
れ
無
償
で
貸
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
国
有
財
産
の
貸
付
を
受
け

る
べ
き
地
方
公
共
団
体
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の

い
ず
れ
か
が
都
道
府
県
で
あ
る
と
き
は
建
設
大
臣
が
、

そ
の
他
の
と
き
は
都
道
府
県
知
事
が
貸
付
を
受
け
る
べ

き
地
方
公
共
団
体
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
旧
法
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
の
許
可
又
は
承
認
を
得
て
い

る
者
は
、
新
法
施
行
後
も
そ
の
許
可
又
は
承
認
に
よ
り

認
め
ら
れ
た
期
間
内
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
橋
銭

又
は
渡
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
新
法
施
行
後

も
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

第
七
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
法
第
六
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
不
用
に
帰
し
た
道
路
及
び
そ
の

附
属
物
を
構
成
し
て
い
た
物
件
並
び
に
材
料
、
器
具
機

械
等
の
管
理
及
び
処
分
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
九
十
二

条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
旧
法
の
規
定
に
よ
る
管

理
者
の
有
す
る
権
利
義
務
は
、
前
四
条
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
外
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
の
規
定
に
よ
る
当
該
道

路
の
道
路
管
理
者
に
移
転
す
る
。

第
九
条
　
前
七
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
外
、
新
法
施

行
前
に
旧
法
又
は
旧
法
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
つ
て

し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
法
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
新
法
中
こ
れ
ら
の
規
定
に
相
当
す
る
規
定

が
あ
る
場
合
に
は
、
新
法
の
規
定
に
よ
つ
て
し
た
も
の

と
み
な
す
。
但
し
、
旧
法
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
附
し

た
条
件
で
新
法
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す

る
も
の
は
、
違
反
す
る
限
度
に
お
い
て
、
効
力
を
失
う

も
の
と
す
る
。

第
十
条
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
道
路
の
構
造
又

は
新
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
交
さヽ
に
つ
い
て
こ

れ
ら
の
規
定
に
適
合
し
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
ら
を
改
築
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該
部
分

に
対
し
て
は
、
当
該
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
新
法
施
行
の
際
、
現
に
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
免
許
を
受
け
て
路
線
を
定
め
て
道
路
を
自
動
車
運
送

事
業
の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
者
の
車
両
で
新
法
第
四

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適

合
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
つ
き
道
路

運
送
法
第
十
八
条
第
一
項
（
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重

量
の
増
加
を
伴
う
事
業
計
画
の
変
更
に
限
る
。
）
の
規

定
に
よ
る
認
可
を
受
け
て
車
両
を
通
行
さ
せ
よ
う
と
す

る
場
合
を
除
き
、
新
法
第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

（
罰
則
の
適
用
）

第
十
一
条
　
新
法
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
新
法
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
新
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
五
月
二
日
法
律
第
七
六

号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二

三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
し
、
平
成
十
九
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
十
六

号
及
び
第
十
七
号
、
第
二
章
第
四
節
、
第
十
六
節
及
び

第
十
七
節
並
び
に
附
則
第
四
十
九
条
か
ら
第
六
十
五
条

ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す

る
。

一
　
附
則
第
二
百
六
十
六
条
、
第
二
百
六
十
八
条
、
第

二
百
七
十
三
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
七
十

九
条
、
第
二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
八
十
六
条
、
第

二
百
八
十
八
条
、
第
二
百
八
十
九
条
、
第
二
百
九
十

一
条
、
第
二
百
九
十
二
条
、
第
二
百
九
十
五
条
、
第

二
百
九
十
八
条
、
第
二
百
九
十
九
条
、
第
三
百
二

条
、
第
三
百
十
七
条
、
第
三
百
二
十
二
条
、
第
三
百

二
十
四
条
、
第
三
百
二
十
八
条
、
第
三
百
四
十
三

条
、
第
三
百
四
十
五
条
、
第
三
百
四
十
七
条
、
第
三

百
四
十
九
条
、
第
三
百
五
十
二
条
、
第
三
百
五
十
三

条
、
第
三
百
五
十
九
条
、
第
三
百
六
十
条
、
第
三
百

六
十
二
条
、
第
三
百
六
十
五
条
、
第
三
百
六
十
八

条
、
第
三
百
六
十
九
条
、
第
三
百
八
十
条
、
第
三
百

八
十
三
条
及
び
第
三
百
八
十
六
条
の
規
定
　
平
成
二

十
年
四
月
一
日

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
百
九
十
一
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及

び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
百
九
十
二
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
十
五
条
ま

で
、
第
六
十
七
条
か
ら
第
二
百
五
十
九
条
ま
で
及
び
第

三
百
八
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
一
月
二
二
日
法
律
第

七
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
し
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
会
計
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
新
特
別
会
計
法
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。
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